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や 障害 を 理由 に、
こ                     しゅじゅつ              ひと

子ど,ヒニ主_至宝室≦亘墨登三菫範Lなど を うけた 人 は、
きゅうゆうせいほ ご ほ うtヽ ちじきんしきゅうほう
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国 から お金 を うけとる こと が できます。

:き ゅうゅうせい ほ ご ほ う そ う だ ん ま ど ぐ ち

旧優生保護法相談窓□ 8:30～ 17:15
ば しょ  おおいたけん けんこう      し え ん か

場所 :大分県 健康づくり支援課 月曜 から

休み :祝 日

金曜

、年末年始

圏亀1肇霜歌(讐澪)
097-506-2760

Z′ ヽ 十
'ム

個メール|:百話(讐雷)sodan12210@preioita.jp

□
ふぁつくす 靱FA× 097-506-1735

*相談窓□ |こ 来たい ときは 先 |こ 連絡 を して ください。

手話通訳 0車椅子 など И要 な 方 |よ おしらせ ください。

大分県

ホームページ

「旧優生保護法一時金支給法」に ついて

○平成 31年 4月 24日 に 法律 が できました。

○この 法律 には、本人 の 気持ち を きかれる こと なく

子ども が できなく なる 手術 など を うけ、心 や

からだ に 大きな 苦しみ や 痛み を うけた こと に

ついて おわび する と かいて あります。

○この 法律 は、子ども が できなくなる 手術 など を

うけた 人 に、お金 を 払う と さだめて います。

わからない こと は

霜肇縄証iに

おたずね ください。

;)(券買健康づくり豊:整諜

うけつけ じか ん

受付 時間



▲  かね                          ひと  ~

‐ お金 を うけとる ことが できるの は、どのような人 ですか。

◇昭和 23年 9月 11日 から 平成 8年 9月 25日 まで の 間 に、

・子ども が できなくなる 手術 を うけた 人

・子ども が できなくなるよう に 放射線 を あてられた 人

です。

◇わからない ことは、旧優生保護法相談窓口 に きいてください。

連絡先 は おもて側 に かいて います。

◇だれか、手伝って くれる 人 が いなくても 安心 して 相談 して ください。

二    かね                  ほうほう

wお 金 を うけとるため の 方法
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でノ
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<請求書 など を おくる ところ>

(資料の例 )

・手 術 を うけた こと が わかる 診断書
しょうがいしゃてちょう
。障 害 者手帳 のコピー など

お金 を うけとる 手続 の しかた や、わからない こと は 、どこで

おしえて くれますか。

せヽヽきゅうしょ

請求書 を かきます

※相談窓口 に あります
そうだんまどぐち

しりょう

資粗墨量生塑丞立

てつづき

手泣 に

はな
しりょう

資料

ひつよう

必≡_生

せつめい

説明 します

※必要

相談窓
ぐち

口 で

おおいたけんちょう    まどぐち

大分県庁 の 窓口 に
_ ・せいきゅうしょ     _ しりょう

Ω誼養望と運鐘畳

を だします

請求書 や 資料 は、

郵便 で だす こと が

できます。

大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

お

お

い
た

し

お

お

て
ま
ち

　

ち
ょ
う

め
　
　
ば
ん

　

ご
う

分
県
健
康
づ
く
り
支
援
課

い
た

け

ん

け

ん

こ
う

相
談
窓
口

宛

そ
う
だ
ん
ま
ど
ぐ
ち

　

あ
て

し

え

ん

か

=〒=870-8501
」匡 お
ノヽ ぉ

芙|夕∫
'貿

健康づくり豊]磐謀

①

「
日
”
―
‥
ロ
ー
Ｊ

口
　
き

っ
て
　
¨

】
切
手

¨

Ｆ
Ｉ
日
日
Ｌ


